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第６節 活動体制計画 187 ～ 209

（防災統括室等）

第７節 災害情報の収集・伝達計画 210 ～ 236

（防災統括室、県土マネジメント部、奈良地方気象台）

第８節 長期停電対策計画 237

（防災統括室）

第９節 県消防防災ヘリコプターの活動計画 238

（消防救急課）

第１０節 ヘリコプター等の派遣要請及び受入計画 239 ～ 240

（防災統括室）

第１１節 通信運用計画 241 ～ 242

（防災統括室、総務部、水循環・森林・景観環境部、食と農の振興部、県土マネジメント部）

【災害応急対策計画】（共通項目）

第３章　災害応急対策計画 第１２節 広報計画 243 ～ 245

（防災統括室、総務部知事公室）

第１３節 支援体制の整備（県外で災害発生の場合） 246 ～ 249

（防災統括室、関係部局）

第１４節 受援体制の整備（県内で災害発生の場合） 250 ～ 263

（防災統括室、消防救急課、関係機関）

第１５節 公共土木施設の初動応急対策 264 ～ 265

（県土マネジメント部）

第１６節 道路等の災害応急対策計画 266 ～ 273

（水循環・森林・景観環境部、食と農の振興部、県土マネジメント部）

第１７節 ライフライン施設の災害応急対策計画 274 ～ 288

（防災統括室、水循環・森林・景観環境部、県土マネジメント部、水道局、ライフライン関係機関）

第１８節 危険物施設等災害応急対策計画 289 ～ 292

（消防救急課、福祉医療部）

救助・医療活動計画 293 ～ 308

第１９節 救急、救助活動計画 293

（消防救急課）

第２０節 保健医療活動計画 294 ～ 308

（福祉医療部）

緊急輸送計画 309 ～ 322

第２１節 緊急輸送計画 309 ～ 311

（防災統括室）

第２２節 災害警備、交通規制計画 312 ～ 322

（警察本部）
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物資供給計画 323 ～ 327

第２３節 食料、生活必需品の供給計画 323 ～ 325

（防災統括室、福祉医療部、産業・観光・雇用振興部、食と農の振興部、日本赤十字社）

第２４節 給水計画 326 ～ 327

（水循環・森林・景観環境部、水道局）

保健・衛生計画 328 ～ 337

第２５節 防疫、保健衛生計画 328 ～ 331

（医療政策局、文化・教育・くらし創造部）

第２６節 遺体の火葬等計画 332 ～ 333

（文化・教育・くらし創造部、警察本部）

第２７節 廃棄物の処理及び清掃計画 334 ～ 337

（水循環・森林・景観環境部）

支援受入計画 338 ～ 342

第２８節 ボランティア活動支援計画 338 ～ 339

（文化・教育・くらし創造部、関係部局）

第２９節 災害救助法等による救助計画 340 ～ 342

（防災統括室、福祉医療部）

教育施設等計画 343 ～ 349

第３０節 文教対策計画 343 ～ 346

（文化・教育・くらし創造部、教育委員会）

第３１節 文化財災害応急対策 347 ～ 349

（文化・教育・くらし創造部）

風水害応急対策計画 350 ～ 359

第３２節 水防活動計画 350 ～ 358

（県土マネジメント部）

第３３節 河川・ダム施設応急対策 359

（県土マネジメント部）

地盤災害応急対策計画 360 ～ 366

第３４節 土砂災害応急対策 360 ～ 361

（県土マネジメント部）

第３５節 大規模土砂災害応急対策 362 ～ 363

（県土マネジメント部）

第３６節 被災宅地の危険度判定 364

（地域デザイン推進局）

第３７節 山地災害応急対策 365

（水循環・森林・景観環境部）

第３８節 ため池災害応急対策 366

（食と農の振興部）

火災関係応急対策計画 367 ～ 371

第３９節 火災応急対策 367 ～ 368

（消防救急課）

第４０節 林野火災応急対策 369 ～ 371

（消防救急課、水循環・森林・景観環境部）

原子力災害応急対策計画 372 ～ 374

第４１節 原子力災害応急対策 372 ～ 374

（防災統括室、関係部局）

鉄道災害応急対策計画 375 ～ 378

第４２節 鉄道災害応急対策計画 375 ～ 378

（防災統括室、鉄道会社）

【災害応急対策計画】（個別項目）
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物資供給計画 323 ～ 327
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（防災統括室、福祉医療部、産業・観光・雇用振興部、食と農の振興部、日本赤十字社）
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（水循環・森林・景観環境部、水道局）

保健・衛生計画 328 ～ 337

第２５節 防疫、保健衛生計画 328 ～ 331

（医療政策局、文化・教育・くらし創造部）

第２６節 遺体の火葬等計画 332 ～ 333

（文化・教育・くらし創造部、警察本部）

第２７節 廃棄物の処理及び清掃計画 334 ～ 337

（水循環・森林・景観環境部）
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第２８節 ボランティア活動支援計画 338 ～ 339

（文化・教育・くらし創造部、関係部局）

第２９節 災害救助法等による救助計画 340 ～ 342

（防災統括室、福祉医療部）

教育施設等計画 343 ～ 349

第３０節 文教対策計画 343 ～ 346

（文化・教育・くらし創造部、教育委員会）

第３１節 文化財災害応急対策 347 ～ 349

（文化・教育・くらし創造部）

風水害応急対策計画 350 ～ 359

第３２節 水防活動計画 350 ～ 358

（県土マネジメント部）

第３３節 河川・ダム施設応急対策 359

（県土マネジメント部）

地盤災害応急対策計画 360 ～ 366

第３４節 土砂災害応急対策 360 ～ 361

（県土マネジメント部）

第３５節 大規模土砂災害応急対策 362 ～ 363

（県土マネジメント部）

第３６節 被災宅地の危険度判定 364

（地域デザイン推進局）

第３７節 山地災害応急対策 365

（水循環・森林・景観環境部）

第３８節 ため池災害応急対策 366

（食と農の振興部）

火災関係応急対策計画 367 ～ 371

第３９節 火災応急対策 367 ～ 368

（消防救急課）

第４０節 林野火災応急対策 369 ～ 371

（消防救急課、水循環・森林・景観環境部）

原子力災害応急対策計画 372 ～ 374

第４１節 原子力災害応急対策 372 ～ 374

（防災統括室、関係部局）

鉄道災害応急対策計画 375 ～ 378

第４２節 鉄道災害応急対策計画 375 ～ 378

（防災統括室、鉄道会社）

【災害応急対策計画】（個別項目）
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第１節 公共施設の災害復旧 379 ～ 380

（防災統括室、関係部局、警察本部）

第２節 被災者の生活の確保 381 ～ 388

（防災統括室、関係部局、関係機関）

第３節 被災中小企業の振興 389

（産業・観光・雇用振興部）

第４節 農林漁業者への融資 390 ～ 391

（水循環・森林・景観環境部、食と農の振興部）

第５節 義援金の受入れ・配分等に関する計画 392

（防災統括室、福祉医療部、会計局、日本赤十字社）

第６節 激甚災害の指定に関する計画 393 ～ 397

（防災統括室、関係部局）

第７節 災害復旧・復興計画 398 ～ 400

（全部局）

第４章　災害復旧・復興計画
水害・土砂災害等編 

第１章 総則 第１節 目的 

第第１１節節  目目的的  

（防災統括室） 
 
 
 
 
 
 
 
第第１１  計計画画のの目目的的  
  この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号、以下「法」という。）第

４０条に基づく「奈良県地域防災計画」の水害・土砂災害等編として、奈良県の地域に

おける大規模な災害（地震を除く。地震については「地震編」参照）に対処するため、

災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興に関し、県、市町村、指定地方行政機関、

自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体・機関（以下「防災関係機関」

という。）が処理すべき事務又は業務の大綱を定め、これにより防災活動の総合的かつ

計画的な推進を図り、県土及び住民の生命、財産を災害から保護するとともに、災害に

よる被害を軽減し、もって社会秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とす

る。 

 
第第２２ 計計画画のの基基本本方方針針 
   いつどこでも起こりうる災害による人的被害、経済被害を軽減し、安全・安心を確保

するためには、公助として、防災関係機関がそれぞれ果たすべき役割を的確に実施して

いく必要がある。併せて、住民一人一人が自発的に行う防災活動である自助や、身近な

地域コミュニティや自主防災組織をはじめとした、地区内の居住者等が連携して行う防

災活動である共助が必要であり、特に、気候変動の影響等により新たな災害環境となり

つつある近年、自助・共助の重要性はより一層高まっている。 

この計画は、法第２条の２の基本理念にのっとり、個人や家庭、地域、企業、団体等

社会の様々な主体が連携して、「減災」の考え方に基づいて「自分の命は自分で守る」

という意識のもと、「自助」・「共助」の取り組みを推進するとともに、県及び市町村

による「公助」を適切に組み合わせ、総合的かつ計画的に災害対策の整備及び推進を図

り、「災害に日本一強い奈良県を目指す」ものとする。 
１ 計画の推進に当たっては、下記の諸点を基本とする。    
（１）災害による死者をなくす・人命を守ることを最大の目標に、できる限り被害を最

小化 
（２）自助・共助を基本とした、住民による主体的な自主防災体制の確立 

（３）県、市町村、防災関係機関及び住民、企業それぞれの役割と連携 

（４）防災関係機関相互の協力体制の推進 

（５）ハード対策及びソフト対策を組み合わせた災害対策事業の推進 

奈良県の地域における大規模な災害に対処し、災害から「人命を守る」ことを最大の目

標に、できる限り被害の減少を図るため、防災関係機関が処理すべき事項について計画

を定める。また、計画の基本方針等について定めるとともに、この計画に掲げる事項の

推進を図る。 
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